
号

外

二�
平

成
二
十
四
年

八

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

公
共
建
築
住
宅
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
章

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理(

第
十
八
条
―
第
二
十
一
条)

｣

を｢

第
三
章

第
三
章
の

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理(

第
十
八
条
―
第
二
十
一
条)

二

特
別
賃
貸
住
宅
の
管
理(

第
二
十
一
条
の
二
―
第
二
十
一
条
の
四)｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
を
有
し
、
か
つ
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
の
す
べ

て｣

を｢

現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族(

以
下｢

同
居
親
族｣

と
い
う
。)

を
有
し
、

か
つ
、
同
居
親
族
の
全
て｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中｢

現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族｣

を｢

同
居
親
族｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢

条
例
第
十
六
条
第
四
項｣

の
下
に｢

及
び
第
三
十
六
条
の
四｣

を
加
え
る
。

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
の
二

特
別
賃
貸
住
宅
の
管
理

(

入
居
者
の
資
格)

第
二
十
一
条
の
二

条
例
第
三
十
六
条
の
二
第
一
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ

パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例(
平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ

( ) 平成24年８月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日



ソ
ピ
ア

・
フ
ラ

ッ
ツ

住
宅
名

ソ
ピ
ア
・
フ
ラ
ッ

ツ 住
宅
名

単
身
用 部

屋
種
別一

Ｄ
Ｋ

世
帯
用

単
身
用

部
屋
種
別

二
五
・
六
三

床
面
積(

平

方
メ
ー
ト
ル)

三
Ｌ
Ｄ
Ｋ

二
Ｄ
Ｋ

一
Ｌ
Ｄ
Ｋ

二
Ｄ
Ｋ

一
Ｌ
Ｄ
Ｋ

二
Ｄ
Ｋ

一
Ｄ
Ｋ

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

所
得
の
区
分

七
六
・
九
○

五
五
・
〇
七

五
五
・
〇
七

五
一
・
二
七

五
一
・
二
七

四
〇
・
八
二

二
五
・
六
三

床
面
積(

平
方
メ
ー
ト
ル)

四
〇
、
三
〇
〇

三
八
、
五
〇
〇

三
七
、
〇
〇
〇

金
額(

円)

七
七
、
三
〇
〇

六
七
、
五
〇
〇

六
七
、
五
〇
〇

六
四
、
二
〇
〇

六
四
、
二
〇
〇

五
四
、
六
〇
〇

四
七
、
三
〇
〇

金
額(

円)

パ
ン
セ
ン
タ
ー
の
施
設
内
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
知
事
が
別
に
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
事
務
所
若

し
く
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
又
は
当
該
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
で
事
業
を
行
う
個
人
が
あ
る
世

帯
と
す
る
。

２

条
例
第
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
世
帯
と
す
る
。

一

子
育
て
世
帯

同
居
親
族
に
十
八
歳
未
満
の
者
が
あ
る
世
帯

二

高
齢
者
世
帯

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
国
土
交

通
省
令
第
百
十
五
号)
第
五
条
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
が
あ
る
世
帯

三

障
が
い
者
世
帯

第
一
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規

定
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
居
親
族
が
あ
る
世
帯
又
は
同
居
親
族
に
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
世
帯

四

そ
の
他
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
世
帯

３

条
例
第
三
十
六
条
の
二
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
入
居
者
及
び
同
居
者
の
過
去
一
年
間

に
お
け
る
所
得
税
法(

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号)

第
二
編
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で

の
例
に
準
じ
て
算
出
し
た
所
得
金
額(

給
与
所
得
者
が
就
職
後
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
等
そ
の
額

を
そ
の
者
の
継
続
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
が
認
定

し
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

所
得
金
額｣

と
い
う
。)
の
合
計
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
額
を
十
二
で
除
し
た
額(

以
下
こ
の
章
に
お
い
て｢

所
得｣
と
い
う
。)

が
十
五
万
八
千
円
以

上
四
十
八
万
七
千
円
以
下
と
す
る
。

一

同
居
者
又
は
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
配
偶
者(

以
下
こ

の
項
に
お
い
て｢

控
除
対
象
配
偶
者｣

と
い
う
。)

若
し
く
は
同
項
第
三
十
四
号
に
規
定
す
る
扶

養
親
族(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

扶
養
親
族｣

と
い
う
。)

で
入
居
者
及
び
同
居
者
以
外
の
も

の
一
人
に
つ
き
三
十
八
万
円

二

控
除
対
象
配
偶
者
が
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対
象

配
偶
者
で
あ
る
場
合
又
は
扶
養
親
族
に
同
項
第
三
十
四
号
の
四
に
規
定
す
る
老
人
扶
養
親
族
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
十
万
円

三

扶
養
親
族
が
十
六
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
扶
養
親
族
一
人
に
つ

き
二
十
五
万
円

四

入
居
者
又
は
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
障

害
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
障
害
者
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
円(

そ
の
者
が
同
項
第
二
十
九
号

に
規
定
す
る
特
別
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
四
十
万
円)

五

入
居
者
又
は
同
居
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
寡
婦
又
は
同
項
第
三

十
一
号
に
規
定
す
る
寡
夫
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
寡
婦
又
は
寡
夫
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
円

(

そ
の
者
の
所
得
金
額
が
二
十
七
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
金
額)

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
三
十
六
条
の
二
第
二
号
の

規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

所
得
が
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
者
の
う
ち
、
就
職
等
に
よ
り
所
得
の
上
昇
が
見
込
ま
れ
る

者
で
あ
つ
て
、
特
別
賃
貸
住
宅
に
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
も
の

二

災
害
、
不
良
住
宅
の
撤
去
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
特
別
賃
貸
住
宅
に
入

居
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
者(

所
得
が
四
十
八
万
七
千
円
以
下
の
者(

十

五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
所
得
の
上
昇
が
見
込
ま
れ
る
者)

に
限
る
。)

(

特
別
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等)

第
二
十
一
条
の
三

条
例
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。

２

条
例
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
入
居
者
負
担
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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世
帯

用

二
Ｄ
Ｋ

一
Ｌ
Ｄ

Ｋ 二
Ｄ
Ｋ

一
Ｌ
Ｄ

Ｋ 二
Ｄ
Ｋ

五
五
・
〇
七

五
五
・
〇
七

五
一
・
二
七

五
一
・
二
七

四
〇
・
八
二

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

六
〇
一
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
四
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

六
〇
一
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
四
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

五
九
、
九
〇
〇

家
賃
の
額
に
同
じ
。

六
七
、
一
〇
〇

六
三
、
二
〇
〇

五
九
、
九
〇
〇

家
賃
の
額
に
同
じ
。

六
四
、
〇
〇
〇

六
〇
、
四
〇
〇

五
七
、
四
〇
〇

家
賃
の
額
に
同
じ
。

六
四
、
〇
〇
〇

六
〇
、
四
〇
〇

五
七
、
四
〇
〇

家
賃
の
額
に
同
じ
。

五
一
、
五
〇
〇

四
八
、
六
〇
〇

四
六
、
〇
〇
〇

家
賃
の
額
に
同
じ
。

四
七
、
一
〇
〇

四
三
、
〇
〇
〇

三
Ｌ
Ｄ

Ｋ

七
六
・
九
○

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
六
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

家
賃
の
額
に
同
じ
。

七
三
、
八
〇
〇

家
賃
の
額
に
同
じ
。

六
七
、
一
〇
〇

六
三
、
二
〇
〇

(

準
用)

第
二
十
一
条
の
四

第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
二

十
条
の
規
定
は
、
特
別
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
記
第
一
号
様
式
、

別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記
第
九
号
様
式
中｢

収
入｣

と
あ
る
の
は｢

所
得｣

と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

｢

※

｢※
公

別
記
第
一
号
様
式
中｢第

21条
｣

を｢第
21条
､
第
21条
の
４
｣

に
、

公
営

を

特

特
公
賃
｣

特

営

公
賃

に
、

別
賃
貸
｣

｢白
木
町
近
の
島
北
方

加
野

｢白
木
町
近
の
島
北
方

尾
崎
田
神
夕
陽
ヶ
丘
藤
江

尾
崎
田
神
夕
陽
ヶ
丘

荒
崎
宮
代
旭
ヶ
丘

泉
北

を

荒
崎
宮
代
旭
ヶ
丘

赤
保
木

｣
赤
保
木
ソ
ピ
ア
・
フ
ラ
ッ
ツ

加
野

藤
江

泉
北

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
号
様
式

ま
で
の
規
定
中｢第

21条
｣

を｢第
21条
､
第
21条
の
４
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中｢第

20条
｣

を｢第
20条
､
第
21条
の
４
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事

｣

を｢岐
阜
県
知
事

年
月

日

｣

に
、｢特

定
公
共
賃
貸
住
宅
家
賃
減

( ) 平成24年８月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



額
申
請
書
｣

を｢県
営
住
宅
家
賃
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二
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第
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の
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承
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宅
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に
改
め
る
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年８月１日 ( )４

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


